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概要(Abstract) 

本論では、河川管理に関わる環境配慮の指針としての多自然川づくりの考え方を、実際の川づくりに反

映させるための手法について検討を行った。本論では、これまでの川づくりにおける問題点を踏まえ、河川

全体の環境の機能性に着目し、目標とする河川環境のデザインを行うための手法を検討した。この目標と

する河川環境のデザインを軸として、治水面と環境面の要求を両立させ河川管理を行うための手法につい

て整理した。 

 

1. はじめに 

河川行政の規範としての河川法では、明治

29年の旧河川法、昭和39年の新河川法の制定

を経て、「治水」、「利水」に関する体系的な制度

化が図られてきた。その後、治水、利水に重きが

置かれていた河川管理において、河川が本来

有している自然環境の役割が見直され、平成 9

年の河川法改正ではその目的に「環境」への配

慮が加えられた。 

河川管理における河川生態系への配慮の指

針として、平成 2 年に多自然型川づくり実施要

領が示された。しかし、実際の川づくりに際して

は課題も多くみられたことから、多自然型川づく

りレビュー委員会での議論を経て、平成 18 年に

多自然川づくり基本指針が定められた。基本指

針において、多自然川づくりは、すべての川づく

りの基本であり、可能な限り自然の特性やメカニ

ズムを活用することや、調査、計画、設計、施工、

維持管理等の河川管理におけるすべての行為

が対象となることが明記されている。 

しかし、「多自然川づくり」の考え方を実際の

川づくりに反映させるためには、河川の特徴を

把握し、水系一貫の河川管理方針を作成する

必要があり、その手法については確立されてい

ない。 

本論では、「多自然川づくり」の考え方を、調

査～計画～設計～施工～維持管理等の河川管

理全体に反映させるために必要な考え方、手法

の検討を行った。 

 

2. 「多自然川づくり」と河川生態系 

河川生態系は、流水の物理的な動きにより形

成される多様な環境上に成立する生態系である。

図-1 に河川生態系の構造を示す。現況の河川

生態系は、地形、地質等の自然条件により現れ

る水の流れ(以降、原始河川とする)に、人の土

地利用や利水の状況が加味された河川環境(河

道及び河道周辺の物理環境)上に、動植物が生

息・生育する構造と考えることができる。 

多自然川づくり基本指針では、「河川全体の

自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴

史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有して

いる生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河

川景観を保全・創出するために河川管理を行う

こと」が多自然川づくりの定義とされており、図-1

に示した河川生態系の構造から考えると、多自

然川づくりは、「河川全体の自然の営み」(原始

河川の環境)や「地域の暮らしや歴史・文化」(人

の活動による土地利用、利水状況)をベースに

動植物の生息・生育環境、河川景観を保全・創
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出するための河川管理を行うことと解釈される。 

 

・現況での河川環境(物理環境)
・原河川環境に人の活動状況が加味されることで形成される
・動植物の生息・生育基盤

河川環境

植物相

動物相

土地利用・利水状況

・「地域の暮らしや歴
　史・文化」を反映した

　土地利用・利水の状況

原始河川の環境

・地形・地質等の自然の
　条件により形成される
　本来の河川環境
・河川が有する自然のポ
　テンシャル

・多自然川づくりの定義
　にある「河川全体の自
　然の営み」に該当する

 

図-1 河川生態系の構造 

 

3. これまでの川づくりにおける問題点と課題 

(１)河川事業実施上の問題点 

河川環境は、上流から下流、さらに水系内の

他の河川との連続性を持った空間であり、ある

「点」で発生した現象は、より下流側の区間に対

してその影響が現れる。したがって、図-2 に示

すとおり、ある「点」において河川改修工事等に

より流水のコントロールを行った場合には、「点」

での影響にとどまらず、下流側にも伝播する。ま

た、工事により改変された「点」での環境は、上

流側の流水の影響を受けて変化する。 

しかしながら、河川事業の実施にあたっては、

事業実施箇所における環境回復(植生回復)等

の配慮はなされているものの、環境変化が上流

側の流況に左右されることを踏まえた配慮には

至っていないのが現状である。 

また、計画段階においては、「多自然川づく

り」の基本である「対象河川が本来持っている環

境特性(機能)の維持」という観点での検討手法

が確立されていないため、同一河川における事

業においても環境配慮に一貫性を持たせること

が困難な状況にある。 

 

(2)河川管理全般の問題点 

図-3 に示すとおり「多自然川づくり」では、「治

水」と「環境」の共存を図ることが求められている。

しかし、治水上は河道を固定し、河岸部の安定

度を高めること等が重要となるが、河川環境は

流水による浸食(洗掘)、運搬、堆積という一連の

土砂輸送により形成され、不安定な状態が本来

の姿である。 

また、「治水」の目的で設置された河川構造物

であっても、河道固定による弊害(河床低下、樹

林の固定化による流下阻害)が問題になる場合

がある。一方、河川環境の機能である河道変化

は、河道固定による弊害を防ぎ、下流側に与え

るインパクトを緩和させる機能がある。そのため、

今後の河川管理においては、「治水」と「環境」

の共存により、双方の両立を図る必要があるが、

「治水」と「環境」は対局の考え方を示しており、

これまでの川づくりでは、双方は別々に進めら

れてきた部分が多かった。これは、多自然川づ

くりが平成１8 年の「多自然型川づくりレビュー委

員会による提言」以降、具体的な実施例が少な

い理由でもあると考える。 

ある「点」での
環境の改変

「点」よりも下流側
にも現れる。

「点」よりも上流側の影響を受けて
改変後の環境が決まる。

上流

下流

 
図-2 環境の改変による影響 
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図-3 環境配慮の流れ 

 

(3)川づくりにおける課題 

(a)「治水」と「環境」の一体化 

多自然川づくりをより可能なものとするため、

「治水」と「環境」が一体となった河川管理体制を

目指す必要がある。また、このような管理体制に

より、「治水」と「環境」が両立した川づくりが実現



するものと考える。 

 

(b)川づくりの目標設定 

これからの川づくりは、河川が本来持っている

機能を可能な範囲で発揮できるように、河川環

境(空間)をデザインしていく必要がある。そのた

めには、対象となる河川の環境特性(機能性)を

十分に把握し、その「環境特性の維持」を目標と

した川づくりを実践していく必要がある。 

 

(ｃ)影響評価の考え方 

「多自然川づくり」としての評価手法はいまだ

確立はされていないが、現時点では下記の考え

方で進めていくことが、適切であると考える。 

「環境特性の維持」を目標とすることから、モ

ニタリング・評価項目及び計画・設計・施工にお

ける配慮事項は、いずれも対象河川における環

境特性が指標となる。 

評価の進め方としては、事前モニタリング結果

に基づく事業実施に伴う影響予測を行い、必要

な対策(工法の見直し)を検討する。また、事後モ

ニタリングでは、事前結果との比較により、予測

結果の検証並びに対策効果を確認するとともに、

必要に応じて、事業計画へのフィードバックを行

う。なお、評価指標については、比較が容易な

定量化を図る。 

 
 

4. 川づくりに必要とされる視点 

「多自然川づくり」を実践するためには、河川

の特性を知る必要がある。ここでは、これまでの

川づくりの問題点、課題を踏まえ、川づくりに必

要であると考えられる視点を(1)河川環境の特徴

に関する視点、(2)河川管理上必要と考えられる

視点として整理した。 

 

(1)河川環境の特徴に関する視点 

川づくりに必要とされる考え方のうち、河川環

境の特徴に関する視点を表-1 に示す。 

第 1 の視点は、空間に関するとらえ方である。

河川は、巨視的にみると連続した「線」的な分布

を示す。しかし、河川の成り立ちを考えると、河

川は「面」としての流域と流域を流れる水の作用

により形成される。そのため、広大な流域もつ河

川の特徴を把握し、川づくりを行うには空間に対

するとらえ方を適宜変える必要がある。 

第 2 の視点は、時間に関するとらえ方である。 

河川環境特性は対象河川空間における特有の

現象であり、現象は時間経過により把握すること

ができる。したがって、環境特性の把握・評価に

は時間の経過が必要となる。 

第 3 の視点は、河川環境には、安定した環境

と不安定な環境が混在する点である。例として、

同じ河道内に成立する中州をみた場合、ヤナギ

類等の樹木の定着がみられる州は比較的安定

して存在しているが、礫が堆積した裸地状態の

州では降雨や融雪による出水により状況が変化

することが多い。 

河川環境は、時空間的に多様な環境の複合

体であり、川づくりを行う上でこれらの視点を適

宜使い分けながら河川の特性を把握していく必

要があると考えられる。 

 

表-1 河川環境の特徴に関する視点 

視点 内容 
①空間的な視点 面的分布を示す流域と水の作用に

より線的分布を示す河川の環境が
形成されていること。 

②時間的な視点 時間の経過に伴い河川特有の環境
が創出されていること。 
環境の成立に要する時間が多様な
環境であること。 

③環境の安定度 安定した環境、不安定な環境の複
合体としての環境であること。 

 

(2)河川管理上必要と考えられる視点 

河川管理を①調査・計画、②設計・施工、③

維持管理の3つに分けて、それぞれの段階で必

要と考えられる視点を表-2 に示す。 

これまでの川づくりでは、②設計・施工の部分

に重きが置かれる傾向があった。全体的に調和

のとれた一貫性のある河川管理を行うには、目

標とする河川環境のデザインに合致する設計・

施工を行い、施工後の検証まで踏まえた流れを

考慮する必要がある。 

 

表-2 河川管理上必要と考えられる視点 

河川管理 必要な視点 
①調査・計画 水系、河川の全体像を把握し、目標

とする河川環境のデザインの明確
化 

②設計・施工 「線」である河川の全体像を踏まえ、
「点」において実施する工事等の環
境への影響把握と環境保全・創出
等の対策の効果予測 

③維持管理 水系全体、河川全体において目標
とする環境が形成・維持されている
かどうかの検証 



5. 検討の方針 

(1)検討の着眼点 

これまでの川づくりの問題点、課題、川づくり

に必要と考えられる視点を踏まえ、本論では、川

づくりの方針作成、手法についての検討を行っ

た。特に、河川環境のデザイン(目標とする河川

環境の設定)を明確にすることが重要であると考

え、河川管理全般においてこの目標とする河川

環境を基軸にして川づくりの手法の検討を進め

ることとした。 

 

(2)検討の流れ 

図-4 に本論における検討の流れを示す。前

述のとおり基軸となる河川環境のデザイン(目標

とする河川環境の設定)を行い、治水上の要求と

目標とする河川環境の維持・形成を図るための

手法の検討、施工後に治水面と環境面の要求

が両立しているかどうかの確認、さらに情報の蓄

積によるフィードバックまでを考え、これらを河川

管理に対応づけて整理した。 

 

 

河川環境のデザイン(目標とする河川環境)の設定手法の検討
(第6章：調査・計画における川づくり)

川づくりの評価手法の検討
(第8章：維持管理における川づくり)

治水面・環境面からの要求を両立させる手法の検討
(第7章：設計・施工における川づくり)

 
図-4 本論での検討の流れ 

 

 

(3)川づくりにおける空間のとらえ方 

河川環境のデザインでは、多自然川づくりの

定義にある「自然の営み」を最大限活用した川

づくりが必須となる。図-1 に示した河川生態系

の構造の中で、自然の営みを「原始河川の環

境」と置き換えて考えると、原始河川の環境に基

づき河川の特徴を考えることは理にかなってい

る。本論では、原始河川の環境に基づく河川の

特徴を把握する基本単位を「ゾーン」と「ユニッ

ト」として定義した。 

図-5 にゾーンとユニットの概念を示す。ゾーン

は、原始河川を特徴づける要素から河川を区分

した区間、ユニットは各ゾーンに対して決まる流

域である。ゾーンの設定に際しては、原始河川

の成り立ちを考慮し、河川形態(可児, 1944)、河

床勾配、蛇行の状況(過去の河道切替前の状況

を含む)、支川の合流部等を基準とし河川を分

割する。 

設定されたゾーンに対応するユニット(流域)は、

流域内の情報の集合体であり、ゾーン 1 つに対

してユニットも1 つ決まる。ユニットの導入により、

流域内の面的な分布を示す地形・地質、土地利

用、植生区分等の空間情報についてもゾーンに

対応する情報の集合体として扱うことで、流域と

河川の関係性が明瞭になる利点がある。 

また、ユニットという概念を導入するもう一つの

利点として、対象とする水系の本川や支川、流

域の規模によらず同様の考え方が適用でき、水

系内の一支川から川づくりの検討を始めた場合

においても、他の支川にも同様の考え方が適用

できると同時に、本川の検討に際してのパーツと

して利用することが可能である点が挙げられる。 

 

 

図-5 ゾーンとユニットの概念 



6. 調査・計画段階での川づくり 

河川環境のデザインにより、目標とする河川

環境を設定することは、本論での検討において

最も重要な過程として位置づけられる。この過程

は、河川管理の中で調査・計画段階(具体的な

設計・施工前)において実施されることを想定し

た。 

図-6 に川づくりの問題点・課題、必要とされる

視点を踏まえた調査・計画段階における川づくり

の流れを示す。この過程では、表-3 に示すよう

な情報を活用し、水系全体の目標とする河川環

境のデザインを作成する。ここで設定される目標

とした河川環境は、河川管理すべての段階にお

いての基軸となり、この目標とする河川環境に合

致するように実際の設計・施工、維持管理を行う

こととなる。 

 

 

表-3 調査・計画段階での川づくりに有効な情報 

項目 内容 

現況把握のための情報 地形・地質 

河川横断図・縦断図 

土地利用・利水状況 

空中写真 

植生図 

動植物の生息・生育状況 

過去の状況把握のため

の情報 

河道切替等の状況 

工事台帳 

空中写真 

 

 

(1)河川のゾーニング 

河川の特性を把握するためのゾーニングを行

い、ゾーン及びユニットの設定を行う。ゾーンと

ユニットの設定により、河川の機能性の把握に

際して、多自然川づくりの定義にある「河川全体

の自然の営み」(原始河川の環境、河川が本来

有している自然のポテンシャル)、「地域の暮らし

や歴史・文化」(人の活動による土地利用・利水

状況)を現況の河川環境に結びつけることができ

る。 

 

(2)各環境構成要素からみた機能性の把握 

各ゾーンの環境構成要素として、自然のポテ

ンシャル(原始河川の環境)、人の生活に関わる

要素(土地利用状況、治水・利水の状況、河川

景観等)、動植物の生息・生育環境を設定し、そ

れらの要素からみた機能性の把握を行う。 

 

 

河川のゾーニングと流域の設定

各環境構成要素からみた機能性の把握

・河川形態、河床勾配、蛇行等の特徴から河川をいくつか
　の区間に分割する(ゾーンの設定)。
・各ゾーンに対して流域(ユニット)を設定し、必要な情報
　(表-3)を整理する。

【河川のもつ自然のポテンシャル(原始河川の環境)】
　・浸食→運搬→堆積のプロセスを踏まえ、土砂の堆積状
　　況(州の分布)や河道周辺の過去～現在の情報から河川
　　の持つ自然のポテンシャル(原始河川の環境)を把握す
　　る。
【土地利用・利水の状況(人の生活と河川の関わり)】
　・土地利用や利水の状況から、治水・利水上の機能性を
　　把握する。
　・人の生活と河川の関わりから、景観構成要素としての
　　河川環境の機能性を把握する。
【動植物の生息・生育環境としての機能性】
　・各ゾーンにおける動植物の利用状況や生息・生育基盤
　　の分布から、動植物の生息・生育環境としての機能性
　　を把握する。

現況河川の環境の機能性の把握

【各ゾーンの環境の機能性の整理】
　・環境構成要素の機能性の重ね合わせから、各ゾーンの
　　現況での環境の機能性を把握する。
　　　○現況の河川環境(動植物の生息・生育基盤)
　　　　＝[原始河川の環境]＋[土地利用・利水状況]
【河川全体の機能性の整理】
　・各ゾーンの環境の機能性の比較から、河川全体を一つ
　　の系とした場合の各ゾーンの位置づけを整理する。こ
　　こでは、特に各ゾーンの関係性に着目する。
【水系全体の機能性の整理】
　・各河川(流域)の集合体としての水系全体を系とした場
　　合の各河川の位置づけを整理する。

水系全体の川づくり基本方針作成

【目標となる河川環境のデザイン】

【各河川における維持・形成すべき環境の抽出】
　・水系全体における位置づけを踏まえ、各河川における
　　維持(創出)または形成(創出)すべき環境を抽出する。
【各ゾーンにおける維持・形成すべき環境の抽出】
　・河川全体における位置づけを踏まえ、各ゾーンにおけ
　　る維持・形成すべき環境を抽出する。さらに、抽出さ
　　れた環境の機能性とゾーン間の関係性から維持・形成
　　すべき環境の優先度を設定する。
【目標とする河川環境のデザイン】
　・各河川、各ゾーンの環境の機能性を踏まえ、目標とす
　　る河川環境のデザインを作成する。

 
図-6 調査・計画段階における川づくりの流れ 

 
(3)現況河川の環境の機能性の把握  

各ゾーンにおける環境全体の機能性を河川

生態系の構造を踏まえ整理し、ゾーン間の環境



の比較から、河川を一つの系とした場合の各ゾ

ーンの位置づけを明確にする。さらに、各河川

(流域)の集合体としての水系を考え、各河川の

位置づけを明らかにする。 

 

(4)水系全体の川づくり基本方針作成(目標設定) 

水系に対する河川の位置づけ、河川に対す

るゾーンの位置づけを考慮し、各河川、各ゾー

ンにおける維持または形成すべき環境の抽出を

行い、環境の機能性を踏まえ、目標とする河川

環境のデザインを作成する。 

 

 

 

7. 設計・施工段階における川づくり 

これまでの検討において、流域と河川の関わ

りを整理した上で、水系全体に対する水系内の

各河川の位置づけ、各河川のなかでの各ゾー

ンの位置づけを検討し、目標とする河川環境の

設定を行った。本章において検討する設計・施

工段階における川づくりでは、河川における各

ゾーンの位置づけが明確になっていることから、

ゾーン内の河川環境を対象として検討を進め

た。 

図-7 に設計・施工段階での川づくりの流れを

示す。この過程での達成目標は、治水面からの

要求と各ゾーンの目標とする河川環境の維持・

形成との両立を図ることとした。 

 

(1)ゾーン内の環境の重要度の把握 

ゾーン内の環境の重要度を機能性の観点か

ら把握する。ここでは、目標とした河川環境に基

づき評価の指標を設定し、環境の重要度の分布

を求める。指標としては、環境そのもの(例えば、

州や河畔林の面積等)や環境要素(例えば、植

物群落の面積や鳥類の生息密度等の動植物に

関わる情報)等の定量データとして取得できるも

のとするが、各ゾーンの環境を量ることが可能な

ものを選択する必要がある。 

 

(2)治水面・環境面からの要求の両立を図るため

の検討 

ここでは、治水面、環境面からの要求の両立

を図るために、どのように折り合いをつけるかの

検討を行う。治水面からの要求は最優先するが、

環境の重要度が高い箇所については改変を回

避することとし、相対的に重要度が低い箇所で

の工事等により治水面からの要求を満たすよう

に工夫する。この際には、いくつかの治水対策

の構造物の配置案を作成する。 

 

 

治水上問題
のある箇所

の抽出

治水面・環境面からの要求の両立を図るための検討

ゾーン内の環境の重要度の把握

目標となる河川環境が維持・形成されるかどうかの予測

【流況と土砂輸送の予測】
　・構造物等の配置案について、数値計算や過去の工事箇所
　　の状況確認等から流況と土砂輸送の予測を行い、「予測
　　カルテ」として整理する。
【構造物の配置決定】
　・環境の重要度が高い箇所の機能性が維持され、目標とす
　　る河川環境と比較して、最も適当な構造物の配置案を採
　　用する。

【指標となる環境・環境要素の設定】
目標とする河川環境に基づき評価の指標と
なる環境や環境要素(動植物)を設定する。

【評価の指標の定量データ取得】
設定した指標について面積、個体数等の定
量データを取得する(現地調査や各種資料
から)。

【評価指標による環境の重要度の算定】
評価指標の定量データを用いて、環境の重
要度(ランク)の分布を求める。

【達成目標】
各ゾーンにおける治水面からの要求と

目標とした河川環境の維持・形成の両立

【課題】
　・治水面－環境面の要求を同時に満たすための手法検討
　　(河川のもつ自然のポテンシャルを活用し、護岸等の
　　　構造物を最小限にとどめる)

【治水面からの要求】
流水をコントロールし、河道
の安定化を図ることが必要

【治水面の対応】
1.環境の重要度が高い箇所　
　については改変を回避。
2.自然のポテンシャルを考慮
　し、様々な角度から構造物
　等の配置検討を行う。手法
　の工夫により治水面からの
　要求を満たすための検討を
　行い、いくつかの配置案を
　作成する。

【環境面からの要求】
流水により形成される空間
的・時間的に多様な環境を維
持・形成することが必要

【環境面の対応】
1.環境の重要度が高い箇所に
　ついては改変を回避。
2.ゾーン全体の状況を考慮　
　し、相対的に重要度が低い
　箇所については、改変可能
　な箇所とする。

設計・施工

 

図-7 設計・施工段階における川づくりの流れ 



(3)目標とする河川環境が維持・形成されるかど

うかの予測 

構造物等の配置案について、数値計算や過

去の工事箇所の確認状況から、流況と土砂輸

送の変化及びゾーン内の環境変化の予測を行

い、「予測カルテ」として整理する。この予測カル

テは、維持管理における川づくりで述べる評価

カルテと合わせて、河川管理上の基礎資料とす

る。 

河川の連続性から、改変を回避する重要度の

高い箇所についても、状況により機能性の低下

が生じる懸念があることから、重要度の高い箇所

の機能性が維持され、目標とする河川環境と比

較して適切な治水に関わる構造物の配置案を

選択し、設計、施工に反映させる。 

 

 

8. 維持管理における川づくり 

治水面からの要求と目標とした河川環境の維

持の両立を図りながら設計・施工を行うための手

法を第 7 章で検討した。施工後の維持管理にお

いては、その目的が達成されているかどうかの

確認を行い、川づくりの課題を抽出し設計・施工

に反映させることと今後の川づくりに有効な情報

の蓄積を図る必要がある。 

図-8 に維持管理での川づくりの流れを示す。 

 

(1)モニタリング項目の設定 

モニタリングは、治水面、環境面の両者に関

する情報を取得する。治水面では、予測通りに

流水がコントロールできているかどうかの確認、

環境面では、ゾーン全体が目標とする河川環境

に合致しているかどうかの確認及び重要度の高

い環境が維持されていることの確認を行う必要

がある。 

 

(2)モニタリング調査 

定期的なモニタリングを実施するが、調査項

目の変化の状況(変化に要する時間)等を考慮し、

調査の頻度を設定する。 

 

(3)評価カルテの作成 

設計・施工段階において作成した「予測カル

テ」に対応する「評価カルテ」を作成する。 

評価カルテでは、予測結果と評価結果の比

較から、実施した川づくり(設計・施工段階以降)

妥当性の評価を行い、課題を抽出する。 

 

(4)情報の蓄積と課題のフィードバック 

モニタリング調査の結果や評価カルテは、今

後の川づくりにおける有効な情報となるため、デ

ータベース化し情報の蓄積を図る。また、評価

カルテにより得られた川づくりにおける課題を設

計・施工段階の川づくりにフィードバックする。 

 

 

 

 

モニタリング項目の設定

【環境面】
・ゾーン内の目標とする河川
　環境が維持されているかど
　うかの確認(ゾーン内の状況
　確認)
・環境の重要度の指標として設
　定した環境要素等の確認(重
　要度の変化の確認)

モニタリング調査

評価カルテの作成

・設計・施工段階で実施した「予測カルテ」と対比するための
　評価カルテを作成する。
・評価カルテと予測カルテの比較から、設計・施工段階で設定
　した考え方の妥当性を検証し、「川づくり」の課題の抽出を
　行う。

設計・施工

情報の蓄積とフィードバック

・モニタリング調査の結果は、今後の川づくりに有効なデータ
　となるため、データベース化し情報の蓄積を図る。
・得られた「川づくり」の課題を設計・施工段階の検討に
　フィードバックする。

・治水面からの要求(治水上の問題を解消すること)と目標と
　する河川環境の維持の両立を図るための設計・施工を実施。
【課題】
　治水上の問題の解消及び目標とする河川環境の維持が達成
　されているかどうかの確認

【治水面】
河道内の流水の状況確認
(予測通りの動きをしているか
どうか)

・モニタリングの項目により確認頻度を設定し、定期的なモニ
　タリング調査を実施。
・河川環境では短期的な変化、長期的な変化が混在するため、
　治水面、環境面ともに継続したモニタリングが必要。
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図-8 維持管理における川づくりの流れ 

 

 



9. まとめ 

本論では、多自然川づくりへのアプローチとし

て、筆者らがこれまでの業務の中で意識してき

た環境の機能性に基づいた川づくりの手法につ

いて述べた。 

これまでの川づくりの課題として目標とする河

川環境のデザインが不明瞭なことや評価の手法

が確立されていないことが挙げられた。本論で

は、これらの課題を解決するために、目標とする

河川環境のデザインを軸にした調査・計画、設

計・施工、維持管理の河川管理の各工程におけ

る川づくりの手法について検討を行った。 

 

【河川環境のデザイン】 

(調査・計画段階の川づくり) 

目標とする河川環境のデザインを行うにあたり、

以下の点に着目した検討を行った。 

 

○河川環境の特性を把握するためのゾーニング 

(ゾーンとユニットの設定) 

○現況の河川環境の機能性の把握 

○機能性からみた水系における各河川の位置づ

け、河川における各ゾーンの位置づけの明確

化 

 

この中で、河川環境の構成要素としてのゾー

ン、ゾーンに寄与する情報の集合体としてのユ

ニットを設定し、多自然川づくりにある自然の営

みや地域の暮らしや歴史・文化といった情報を

ユニットとして取り込めるようにした。また、各ゾ

ーンのもつ機能性に着目したことで、河川にお

ける各ゾーンの位置づけ、さらに、水系における

各河川の位置づけを明確し、目標とする河川環

境のデザインまでの道筋が整理された。 

 

【治水面・環境面からの要求を両立させる手法】 

(設計・施工段階における川づくり) 

目標とする河川環境を基準として、治水面、

環境面からの要求を両立させる手法の検討を

行った。 
定量データから求める重要な環境(重要度

の設定)から、工事による改変を回避する箇所

を抽出し、治水上の課題を解消するための構

造物の配置案を作成する流れを示した。さら

に、この配置案に基づき、数値計算や過去の

工事履歴等の情報から施工後の変化の予測を

行い、目的である治水面と環境面からの要求

の両立を図る構造物の配置を決定する流れを

検討した。 
 

【川づくりの評価手法】 

(維持管理における川づくり) 

維持管理においては、治水面と環境面の要

求が両立しているかどうかの評価を行うため

の手法を検討した。 
モニタリング調査により、治水面、環境面

の要求が満たされているかどうかの確認を行

い、設計・施工段階で作成した予測カルテと

対応する評価カルテの作成を行う。予測カル

テと評価カルテの比較から、設計・施工段階

で設定した考え方の妥当性検証や川づくりの

課題を抽出し、設計・施工段階の川づくりへ

のフィードバックを行う流れを示した。また、

予測・評価カルテの情報は今後の川づくりの

基礎資料となることから、データベース化を

図り情報の蓄積を図ることとした。 
 

本論での検討結果を実際に適用する際には、

河川の特性に合わせた調査手法等を選択する

ため、試行錯誤が必要になる。しかしながら、多

自然川づくりの理念を踏まえた本論での川づくり

へのアプローチは、すべての河川に対して共通

の考え方として利用できると考えられる。 
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